
協議内容書（協議事項第 50号案件） 

 

 【根上循環バス（高坂町・根上町）バス停移設と運行経路の変更について】 

高坂・根上町町内会より、バス停の設置場所の変更に関する要望を受け、根上地区を運行する「のみバス」根上地区循環バス山口方面の「高坂根上公民館」バス停と、「根上台」バス停のバス停設場所につい

て、以下の通りバス停を移設し、併せて、山口方面の運行経路を一部変更する運行の改正を行うものです。 

 能美市内を運行するコミュニティバス「のみバス」は、平成２０年度の運行開始以来、通勤・通学や、日常の移動の足の確保に努め、市民の「暮らしの安心・安全」を守る事を理念に運行を行っております。また、バス停については、 

各町会・町内会と協議を重ねながら、「利用者第一」で利用しやすいバス停の設置に努めております。今回、高坂・根上町町内会より、バス停の移設について要望がありました本協議内容につきましても、ご要望いただいた内容や、希望 

のあったバス停の移設先が、現行の運行に大きく支障をきたさないことから、利用者の方の利便性に鑑み、バス停を移設しより地域の方が利用しやすい環境の実現に繋げて参りたいと考えております。 

つきましては、委員各位にバス停の移設と移設に伴う運行経路の変更について、表決を賜りますようお願いするものです。 

 

 【根上循環バス（高坂町・根上町）バス停移設先と運行経路の変更内容】  

１．バス停の移設先と運行路線（経路）の変更について   ※運行便数、運行時刻は、バス停移設後も変更ありません。また、移設は北陸信越運輸局長宛の届出が全て完了次第実施します。 

  

 

高坂根上公民館 

住所（能美市高坂町ハ９９－１４９） 

高坂根上公民館バス停（現在の設置場所） 

【運行】根上循環 山口方面 

①７：３４ ②１０：０９ ③１３：４０ ④１６：２１  

 １日４本運行（平日・土日祝） 

高坂根上公民館バス停 

移設先 

能美市高坂町ハ９９－１ 

根上台バス停 

移設先 

能美市根上台乙３２－２３ 

 

 

 

根上台バス停（現在の設置場所） 

住所（能美市根上町乙３２－２２） 

運行】根上循環 山口方面 

①７：３６ ②１０：１１ ③１３：４２  

④１６：２３ １日４本運行（平日・土日祝） 

 

山口町方面 

道林町方面 

【凡例】 

廃止路線（経路） 

新規路線（経路） 

変更なし路線（経路） 

現在のバス停設置場所 

移設先のバス停設置場所 

 

消火栓まで 11m 


